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「生活新体制実践要項」（本書 111 号） 
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一 

生
活 

歴
史
学
に
お
い
て
最
も
難
し
い
テ
ー
マ
の
一
つ 

  
歴
史
学
、
中
で
も
文
献
史
学
に
と
っ
て
、
過
去
の
生
活
の
様
子
を
知
る
、
と
い
う

こ
と
は
と
て
も
困
難
で
す
。 

 

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
日
々
の
生
活
を
細
か
く
書
き
残
す
人
は
あ
ま
り

い
な
い
か
ら
で
す
。
稀
に
、
原
敬
な
ど
、
日
々
の
事
細
か
な
日
記
を
記
し
て
い
る
人

も
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り
特
殊
例
で
し
ょ
う
。 

 

生
活
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
は
、
外
国
か
ら
来
た
人
や
、
遠
く
か
ら
来
た
人
が
、

そ
の
土
地
の
様
子
を
珍
し
が
っ
て
色
々
書
き
残
す
、
と
い
っ
た
形
で
記
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
外
国
か
ら
来
た
人
々
に
よ
る
日
本
の
記
録
か
ら
幕
末
明
治
期
を
描
い
た
渡

辺
京
二
『
逝
き
し
日
の
面
影
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九

九
八
年
）
が
、
そ

う
し
た
史
料
を

用
い
た
代
表
的

な
も
の
で
す
。 

 

そ
う
し
た
史

料
が
な
け
れ
ば
、

細
か
な
史
料
一

つ
一
つ
か
ら
、
参

考
に
な
る
情
報

を
抜
き
出
し
て
、

生
活
の
様
子
を

復
元
す
る
、
と
い

う
方
法
が
最
も

確
実
で
す
。
た
だ

こ
れ
は
、
膨
大
な

史
料
を
集
め
て
、

気
が
遠
く
な
る
時
間
を
か
け
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
先
に
見
た
外
国
の
人

に
よ
る
記
録
を
使
う
手
法
も
、
と
ん
で
も
な
い
量
の
調
査
、
事
実
関
係
の
確
認
が
必

要
で
す
が
、
細
か
な
史
料
か
ら
、
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
上
に
恐
ろ
し
い
作
業
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
、
細
か
な
史
料
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
研
究
は
貴
重
な
成
果
で
す
。
例

え
ば
、
奈
良
時
代
の
食
生
活
に
関
す
る
も
の
で
す
が
、
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活

の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
が
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
研
究
で
す
。 

 

そ
の
他
に
も
う
一
つ
（
実
際
に
は
他
に
も
色
々
手
法
は
あ
り
ま
す
が
）、
禁
令
や
規

制
の
史
料
か
ら
、
生
活
の
様
子
を
探
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。 

 

ど
う
す
る
の
か
と
い
う
と
、
倹
約
令
な
ど
で
、
生
活
の
様
式
を
変
え
る
よ
う
に
通

達
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
具
体
的
に
、
こ
う
い
う
の
禁
止
、
倹
約
し
な
さ
い
、
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、「
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
に
宙
に
浮
か
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
」
と

か
、「
仕
事
に
間
に
合
わ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
音
速
を
超
え
て
走
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
」
と
か
、「
一
日
に
食
べ
る
釘
の
量
は
四
百
本
ま
で
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
か
、
実
際

に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
生
活
を
禁
止
、
規
制
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。 

 

つ
ま
り
は
、
禁
令
や
規
制
に
書
か
れ
て
い
る
禁
止
事
項
は
、
そ
れ
が
実
際
に
行
な

わ
れ
て
い
る
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
の
で
、
そ
の
禁
制
の
逆
を
読
み
取

れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
完
全
で
は
な
い
で
す
が
、
お
お
よ
そ
の
生
活
の
様
子
が
分
か
る
、

と
い
う
訳
で
す
。 

 

そ
の
方
法
を
用
い
る
と
、
例
え
ば
、
明
治
末
に
お
け
る
浅
羽
の
生
活
と
い
っ
た
も

の
も
推
測
で
き
ま
す
。 

 

そ
の
場
合
に
使
う
の
は
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
水
害
に
伴
っ
て
作

成
さ
れ
た
『
五
ヶ
年
倹
約
施
行
明
細
』
と
い
う
史
料
で
す
【
写
真
１
】。 

 

五
ヶ
年
倹
約
施
行
明
細 

第

一

条 

明
治
四
十
三
年
八
月
大
洪
水
ノ
為
メ
古
今
未
曾
有
ノ
被
害
ニ
遭

遇
シ
、
全
ク
納
税
ノ
資
力
モ
失
セ
シ
窮
境
ニ
陥
リ
、
之
レ
ガ
救
済
ノ
一
助

ト
シ
テ
五
ヶ
年
間
倹
約
ノ
施
行
上
、
本
細
則
ヲ
設
ク
ル
所
以
ナ
リ
。 

（
一
九
一
〇
） 

【写真１】『五ヶ年倹約施行明細』（本書 338 号） 
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第

二

条 

縁
組
ノ
賀
式
ハ
凡
テ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
、
各
自
ノ
分
ニ
応
シ
之
ヲ

施
行
シ
、
翌
日
隣
家
一
門
ヲ
招
待
シ
、
或
ハ
披
露 

酒
料
ヲ
呈
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
字
内
披
露
及
青
年
披
露
等
ハ
翌
年
一
月

新
年
宴
会
ノ
節
、
酒
料
ヲ
差
出
ス
コ
ト
。 

第

三

条 

出
儀
及
七
夜
祝
ハ
之
レ
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
。
但
、
最
モ
厚
縁
者
ニ

限
リ
出
儀
餅
ヲ
贈
ル
コ
ト
ヲ
得
。 

第

四

条 
雛
祭
ニ
他
人
ヲ
招
待
ス
ル
コ
ト
ヲ
廃
シ
、
且
ツ
贈
答
又
ハ
新
ニ

雛
人
形
ヲ
購
入
ス
ル
ヲ
禁
ス
。
但
シ
従
来
ノ
モ
ノ
ヲ
陳
列
ス
ル
ハ
此
ノ
限

ニ
ア
ラ
ズ
。 

第

五

条 

端
午
ノ
祝
ハ
之
レ
ヲ
全
廃
シ
、
祝
賀
紀
念
ト
シ
テ
公
益
事
業
ニ

篤
志
寄
附
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
。 

第

六

条 

兵
士
ノ
送
迎
ニ
際
シ
、
左
ノ
各
項
ヲ
遵
守
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

一 

相
互
ノ
饗
応
ヲ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
。 

二 

旗
其
他
ノ
贈
答
ヲ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
。 

第

七

条 

神
社
仏
閣
等
参
拝
ノ
際
餞
別
及
饗
応
ヲ
全
廃
ス
ル
コ
ト
。
且
親

戚
等
ヨ
リ
ノ
贈
答
モ
厳
禁
ス
。 

第

八

条 

棟
上
ゲ

移
転
等
ノ
見
舞
手
伝
ハ
施
主
ノ
依
頼
ア
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ

バ
之
ヲ
為
サ
ズ
。 

但
シ
饗
応
ハ
可
レ

成
質
素
ヲ
旨
ト
ス
ル
コ
ト
。 

第

九

条 

日
待
節
句
等
ハ
可
レ

成
自
作
ノ
農
産
物
ヲ
用
ヒ
決
シ
テ
虚
飾
ニ

渉
ル
贈
答
ヲ
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。 

第

十

条 

盆
祭
ニ
ハ
灯
籠
一
個
ヲ
用
ヒ
、
長
行
燈
廻
リ
行
燈
人
形
並
ニ
酒

食
ノ
饗
応
ヲ
廃
シ
、
青
年
ノ
念
仏
ヲ
厳
禁
ス
ル
コ
ト
。 

第

十

一

条 

葬
儀
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
、
禁
酒
ハ
勿
論
飲
食
物
ハ
之
ヲ
廃
ス
ル

コ
ト
。 

但
シ
分
ニ
応
シ
一
汁
一
菜
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
。 

第

十

二

条 

葬
儀
当
日
ノ
外
三
日
・
七
日
ヲ
合
シ
各
自
分
ニ
応
シ
質
素
ノ
祭

ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
。 

但
シ
餅
類
ハ
一
切
廃
止
ス
ル
コ
ト
。 

第

十

三

条 

演
劇
諸
興
業
其
他
有
益
ナ
ラ
サ
ル
観
覧
ハ
之
レ
ヲ
行
ハ
ザ
ル
コ

ト
。 

第

十

四

条 

猥
リ
ニ
料
理
店
及
飲
食
店
ヘ
立
寄
、
無
益
ノ
酒
食
ヲ
ナ
ス
ヲ
禁

ズ
。 

第

十

五

条 

虚
餅
ニ
渉
ル
被
服
及
履
物
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
禁
ズ
。 

『
但
シ
』
在
来
ノ
分
ハ
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ
。 

第

十

六

条 

賭
博
及
類
似
ノ
コ
ト
厳
禁
ス
ル
コ
ト
。 

第

十

七

条 

諸
勧
化
・
物
貰
等
一
切
断
ル
ベ
キ
コ
ト
。 

但
シ
部
落
界
ニ
表
示
ス
ル
コ
ト
。 

第

十

八

条 

五
ヶ
年
倹
約
ノ
掛
札
ハ
一
定
ニ
之
ヲ
調
整
シ
各
戸
ニ
配
『
布
』

ス
ル
コ
ト
。 

但
シ
代
価
ハ
各
自
ノ
負
担
タ
ル
ベ
キ
コ
ト
。 

第

十

九

条 

本
細
則
ハ
自
今
五
ヶ
年
間
確
守
ス
ル
コ
ト
。 

附

則 

本
細
則
ハ
明
治
四
十
四
年
四
月
ヨ
リ
施
行
ス
。 

右
細
則
ハ
明
治
四
十
四
年
四
月
十
一
日
各
常
設
委
員
立
会
之
上
協
定
ス
。 

明
治
四
十
四
年
四
月
十
一
日 

磐
田
郡
西
浅
羽
村
村
長
鈴
木
好
述
（1

） 

  

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
水
害
は
、
八
月
に
二
つ
の
台
風
が
起
こ
し
た

大
水
害
で
、
関
東
地
方
で
は
「
関
東
大
水
害
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（2

）
。
静
岡
県

下
、
遠
州
で
も
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
大
災
害
で
す
（3

）
。
静
岡
県
で
は
、
そ
の

翌
年
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
に
も
、
台
風
に
よ
る
大
水
害
が
起
こ
り
ま

し
た
（4

）
。 

 

私
は
、
明
治
四
十
三
・
四
十
四
年
の
大
水
害
は
、
明
治
期
に
お
け
る
袋
井
市
域
の

災
害
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、
よ
く
講
座
で
取
り
上
げ

（
墨
書
） 

（
墨
書
） 

（
一
九
一
一
） 

（
一
九
一
一
） 

（
一
九
一
一
） 
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て
い
た
の
で
す
が
、
直
近
の
講
座
の
台
本
は
、
今
確
認
し
た
ら
四
十
七
ペ
ー
ジ
あ
り

ま
し
て
、
紹
介
し
だ
し
た
ら
脱
線
が
甚
だ
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

今
回
は
こ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
ま
と
め
た
い
で
す
ね
。 

 

さ
て
、
こ
の
『
五
ヶ
年
倹
約
施
行
細
則
』
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
第
一
条
に
大
水

害
か
ら
の
復
興
の
た
め
、
生
活
の
様
々
な
こ
と
に
つ
い
て
倹
約
を
し
よ
う
、
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
以
下
は
そ
の
細
目
で
す
。 

 

そ
の
倹
約
規
則
の
逆
、
あ
る
い
は
倹
約
を
取
っ
た
内
容
を
考
え
る
こ
と
で
、
明
治

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
洪
水
直
前
ま
で
の
、
西
浅
羽
村
の
生
活
風
景
が
想
像

で
き
ま
す
。
左
に
書
き
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

①
縁
組
み
の
お
祝
い
と
し
て
、
縁
組
み
の
翌
日
に
隣
家
一
門
を
招
待
し
、
披
露

宴
を
行
う
。
お
酒
が
け
っ
こ
う
多
く
出
た
ら
し
い
。 

②
出
儀
（
詳
細
不
明
／
祝
儀
か
）
及
び
七
夜
の
祝
い
で
は
出
儀
餅
を
出
す
。 

③
ひ
な
祭
り
に
は
広
く
人
を
招
き
、
贈
答
行
事
を
行
う
。 

④
兵
士
（
出
征
者
）
の
送
迎
の
際
に
は
饗
応
を
し
、
旗
そ
の
他
の
贈
答
を
行
う
。 

⑤
神
社
仏
閣
な
ど
に
参
拝
す
る
時
に
、
餞
別
や
饗
応
を
す
る
。 

⑥
棟
上
げ
や
引
っ
越
し
な
ど
の
見
舞
や
手
伝
い
を
皆
で
行
い
、
そ
の
お
礼
に
饗

応
を
す
る
。 

⑦
日
待
節
句
（
特
定
の
十
干
十
二
支
の
日
を
待
つ
講
／
要
す
る
に
酒
盛
り
で
す
）

に
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
作
っ
た
作
物
以
外
に
、
よ
そ
か
ら
農
作
物
を
沢
山

買
っ
て
き
て
、
宴
会
を
す
る
（『
五
ヶ
年
倹
約
施
行
細
則
』
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
可

レ

成
自
作
ノ
農
作
物
ヲ
用
ヒ
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
そ
か
ら
買
っ
て

く
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
）
。 

⑧
盆
祭
り
に
は
、
長
行
燈
・
廻
り
行
燈
・
人
形
を
用
い
、
酒
食
の
饗
応
を
行
い
、

青
年
が
念
仏
を
唱
え
る
。 

⑨
葬
儀
で
は
お
酒
や
食
べ
物
が
沢
山
出
る
。 

⑩
葬
儀
は
当
日
以
外
に
も
、
外
三
日
・
七
日
な
ど
、
多
く
催
し
を
行
う
。
そ
こ
で

は
餅
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。 

⑪
演
劇
や
そ
の
他
諸
興
業
が
村
の
娯
楽
だ
っ
た
。 

⑫
料
理
店
・
飲
食
店
の
利
用
が
盛
ん
だ
っ
た
。 

⑬
被
服
・
履
き
物
の
お
し
ゃ
れ
が
人
気
だ
っ
た
。 

⑭
賭
博
が
人
気
だ
っ
た
。 

⑮
勧
進
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。 

  

な
ん
で
も
な
い
、
普
通
の
暮
ら
し
の
よ
う
に
思
え
る
項
目
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

し
た
情
報
が
読
み
取
れ
る
根
拠
資
料
が
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
も
、
随
分
心
強
い
で

す
。 

 

で
、
こ
の
要
領
で
、
昭
和
戦
時
期
の
生
活
を
読
み
取
っ
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で

す
。
使
う
の
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
一
月
十
六
日
の
上
浅
羽
村
「
生
活
新
体

制
実
践
要
項
」
で
す
（
本
書
六
六
八
頁
な
ど
参
照
）。 

 

生
活
新
体
制
実
践
要
項 

(1) 

結

婚

ニ

就

テ 

① 

見

合 ―
―

 

自
宅
若
シ
ク
ハ
是
ニ
準
ズ
ル
所
ヲ
選
ビ
簡
素
ヲ
旨
ト
シ

高
価
ナ
服
装
ヤ
饗
応
ハ
絶
対
ニ
セ
ザ
ル
コ
ト 

② 

結

納 ―
―

 

儀
礼
ノ
程
度
ト
シ
最
高
百
円
ニ
限
リ
結
納
返
シ
ハ
結
納

金
ノ
二
割
程
度
ト
ス 

③ 

式

服 ―
―

 

式
服
ハ
団
服
制
服
等
ヲ
利
用
シ
得
ル
場
合
ハ
必
ズ
之
ニ

依
リ
然
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
モ
簡
素
ナ
ル
一
着
ニ
限
リ
花
嫁

ハ
留
袖
以
下
ト
シ
花
婿
ハ
平
服
ニ
儀
礼
章
振
袖
裲
襠
胸

模
様
等
ハ
全
廃
ス 

④ 

支

度 ―
―

 

花
嫁
花
婿
共
最
高
箪
笥
一
棹
夜
具
入
一
組
ト
ス 

⑤ 

挙

式 ―
―

 

神
社
家
庭
又
ハ
公
共
ノ
場
所
ヲ
主
ト
シ
簡
素
厳
粛
ニ
行
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ヒ
式
ハ
土
人
披
露
ヲ
通
ジ
テ
一
日
限
リ
ト
シ
十
二
時
前

ニ
終
了
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
一
方
宅
ニ
於
テ
挙
式
ス
ル

モ
可
ナ
リ 

⑥ 
披
露
宴 

―
―

 

可
成
小
範
囲
ヲ
原
則
ト
シ
簡
単
ナ
ル
小
宴
（
料
理
代
ハ

一
人
当
リ
四
円
以
下
ト
シ
酒
ハ
一
人
二
合
ヲ
限
度
ト
ス
）

ニ
止
メ
引
物
ハ
絶
対
ニ
廃
止
ス
土
人
披
露
ハ
式
後
ニ
行

ヒ
饗
応
ハ
茶
菓
ノ
程
度
ト
ス 

⑦ 

婚
姻
届 

―
―

 
結
婚
式
場
デ
媒
酌
人
印
鑑
持
参
、
署
名
捺
印
ノ
上
作
製

ス
ル
コ
ト 

(2) 

出
産
其
ノ
他
ニ
就
テ 

① 

出
産
祝 

―
―

 

精
神
ヲ
主
ト
シ
可
成
物
品
ヲ
用
ヒ
ズ
近
親
者
ノ
ミ
ニ
於

テ
簡
素
ニ
行
フ
コ
ト
出
行
餅
七
夜
餅
（
ハ
ラ
バ
タ
餅
）

等
全
廃
ス
ル
コ
ト
。 

② 

節

句 ―
―

 

幟
、
雛
飾
、
破
摩
弓
等
ハ
全
廃
ト
シ
祝
ハ
内
祝
ノ
程
度

ト
ス
ル
コ
ト 

③ 

誕
生
祝
其
ノ
他―

―

個
人
間
ノ
贈
答
農
襷
其
ノ
他
形
式
的
ノ
モ
ノ
ハ
全

廃
ス
ル
コ
ト
其
ノ
他
真
ニ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ

金
銭
又
ハ
実
用
品
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト 

④ 

多
留
歳
暮
等 

―
―

 

米
餅
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ハ
全
廃
ス
ル
コ
ト 

(3) 

葬

祭

ニ

就

テ 

① 

死
亡
通
知 
―
―

 

可
成
電
報
電
話
等
ヲ
以
テ
シ
使
ヲ
以
テ
ス
ル
場
合
ハ

一
人
ニ
限
ル
コ
ト 

② 

葬

儀 ―
―

 

送
葬
飯
ハ
全
廃
ト
ス
但
シ
遠
来
ノ
会
葬
者
ニ
シ
テ
食
事

ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
粗
飯
ヲ
供
ス
ル
ハ
此
ノ
限
ニ
非
ズ
、

酒
ハ
全
廃
ト
シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
湯
棺
酒
、

精
進
落
ヲ
通
ジ
三
升
以
下
ト
ス
、
精
進
落
ハ
精
神
上
ノ

程
度
ニ
止
ム
ル
コ
ト
逮
夜
ノ
饗
応
ハ
茶
菓
ノ
程
度
ト
ス

ル
コ
ト
、
払
日
三
日
ノ
料
理
ハ
簡
素
ト
シ
台
引
ハ
全
廃

ト
ス
ル
コ
ト
、
香
典
返
シ
及
ビ
礼
状
ハ
全
廃
ス
ル
コ
ト 

③ 

花
輪
、
香
料 ―

―
 

花
輪
及
供
物
等
ハ
全
廃
ト
シ
香
料
ハ
礼
ヲ
失
セ
ザ

ル
程
度
ニ
節
減
ス
ル
事 

④ 

法

要 ―
―

 

簡
素
ヲ
旨
ト
シ
引
物
ハ
全
廃
ス
ル
コ
ト
尚
配
リ
餅
ハ
廃

シ
寺
院
ニ
対
ス
ル
謝
礼
ハ
金
銭
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト 

(4) 

入
営
、
応
召
ニ
就
テ 

① 

幟
其
ノ
他―

―

幟
ハ
絶
対
ニ
立
タ
ザ
ル
コ
ト 

歓
迎
門
及
万
国
旗
ハ
之
ヲ
廃
止
シ
門
口
ノ
国
旗
ニ
止
ム

ル
コ
ト
入
営
応
召
兵
持
参
ノ
国
旗
ニ
ハ
寄
書
ヲ
為
サ
ザ

ル
コ
ト
（
国
旗
ノ
尊
厳
ヲ
傷
ク
ル
タ
メ
） 

② 

土
産
物 ―

―
 

村
内
及
親
類
ト
雖
モ
土
産
物
ラ
シ
キ
物
ハ
絶
対
ニ
配
ラ

ザ
ル
コ
ト 

(5) 

饗

応 

① 

出
発
ノ
前
夜―

―

組
内
ハ
可
成
小
範
囲
、
隣
家
程
度
ニ
止
メ
、
勉
メ
テ

質
素
ヲ
旨
ト
ス
ル
コ
ト 

② 

出
発
当
日―

―

当
日
ノ
祝
酒
ハ
御
神
酒
ニ
止
ム
ル
コ
ト 

③ 

帰
還
当
夜―

―

出
発
前
夜
ニ
於
ケ
ル
条
項
ニ
同
ジ 

(6) 

其

ノ

他

ニ

付

テ 

① 

食
料
品
ヲ
以
テ
ス
ル
贈
答
ハ
絶
対
ニ
避
ケ
金
銭
又
ハ
実
用
品
ヲ
以
テ
換

フ
ル
方
法
ニ
依
ル
コ
ト 

(7) 

実

行

方

法 

① 

本
決
議
ヲ
実
践
ス
ル
為
メ
本
村
ニ
実
行
委
員
会
ヲ
置
ク 

村
長
ヲ
委
員
長
ト
シ
村
会
議
員
、
常
設
委
員
ヲ
置
ク
各
字
内
班
長

ヲ
実
行
班
長
ト
ス 

② 

本
決
議
事
項
ノ
実
践
ニ
際
シ
テ
ハ
先
ヅ
実
行
班
長
ニ
於
テ
趣
旨
ノ
徹
底

ヲ
期
シ
疑
問
事
項
ニ
就
テ
ハ
常
設
委
員
ト
協
議
ノ
上
決
定
ス
ル
コ
ト 
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③ 

村
外
ト
ノ
交
渉
ニ
当
リ
テ
ハ
事
前
ニ
相
手
方
ノ
諒
解
ヲ
求
メ
必
ズ
実
行

ヲ
期
ス
ル
コ
ト 

④ 

本
決
議
ノ
実
行
其
ノ
他
諸
会
合
等
ニ
当
リ
テ
ハ
特
ニ
時
間
ノ
励
行
ヲ
期

ス
ル
コ
ト 

 

昭
和
十
六
年
一
月
十
六
日
決
定 

 
 
 
 

磐
田
郡
上
浅
羽
村
（5

） 

  

け
っ
こ
う
長
い
史
料
で
す
が
、
読
み
取
れ
る
生
活
の
様
子
を
左
に
書
き
上
げ
て
み

ま
す
。
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ―

―

。 

 

(1)

結
婚
に
つ
い
て 

① 

見

合―
―

自
宅
で
行
な
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
る
べ
き

席
を
設
け
て
行
な
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
見
合
い

も
着
飾
っ
て
行
な
い
、
饗
応
も
さ
れ
た
。 

② 

結

納―
―

具
体
的
な
金
額
は
不
明
だ
が
、
高
額
に
す
る
例
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。
結
納
返
は
結
納
金
の
何
割
く
ら
い
、
と
い
う
相

場
が
あ
り
、
そ
れ
は
二
割
よ
り
も
多
か
っ
た
ら
し
い
。 

③ 

式

服―
―

振
り
袖
を
着
る
例
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
控
え
め
な

衣
装
で
、
女
性
な
ら
留
め
袖
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
男
性

は
正
装
に
儀
礼
章
を
付
け
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
ら
し
い
。 

④ 

支

度―
―

嫁
入
り
道
具
、
婿
入
り
道
具
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
花

嫁
・
花
婿
と
も
に
、
箪
笥
一
棹
以
上
、
夜
具
一
組
以
上
。 

⑤ 

挙

式―
―

神
社
家
庭
そ
の
他
で
挙
式
。
地
域
の
人
に
披
露
を
行
な
っ

た
。
数
日
行
な
っ
て
、
深
夜
十
二
時
以
降
ま
で
披
露
を
す

る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

⑥ 

披
露
宴―

―

料
理
、
引
き
出
物
な
ど
。
料
理
代
は
四
円
以
上
、
酒
は
二

合
以
上
出
た
ら
し
い
。
披
露
宴
後
に
地
域
の
人
た
ち
に
披

露
を
行
な
い
、
饗
応
を
行
な
っ
た
。 

⑦ 

婚
姻
届―

―

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
以
前
の
こ
と
は
よ
く
分
か
ら

な
い
が
、
こ
の
「
生
活
新
体
制
実
践
要
項
」
で
は
、
結
婚
式

場
で
、
媒
酌
人
が
印
鑑
を
持
参
し
、
署
名
捺
印
の
上
作
成

し
た
。 

(2)

出
産
そ
の
他 

① 

出
産
祝―

―

近
親
者
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
範
囲
か
ら
贈
り
物
を
し

た
。
出
行
餅
・
七
夜
餅
（
ハ
ラ
バ
タ
餅
／
こ
の
名
称
は
七
夜
餅

の
み
に
か
か
る
の
だ
ろ
う
か
？
）
を
食
べ
た
。 

② 

節
句―

―

幟
・
雛
飾
り
・
破
魔
弓
な
ど
を
飾
り
、
内
祝
の
ほ
か
、
広
い
範

囲
に
お
裾
分
け
を
し
た
。 

③ 

誕
生
祝
そ
の
他―

―

贈
答
行
事
を
行
な
っ
た
。
農
襷
な
ど
、
服
装
で
何

ら
か
の
表
示
を
し
て
お
祝
い
を
し
た
ら
し
い
。 

④ 

多
留
歳
暮
等―

―

多
留
は
詳
細
不
明
だ
が
、
米
餅
を
歳
暮
に
贈
っ
た
ら

し
い
。 

(3)

葬
儀 

① 

死
亡
通
知―

―

電
報
や
電
話
で
報
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
使
に
よ
っ

て
報
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
複
数
の
使
が
走
っ

た
よ
う
だ
。 

② 

葬

儀―
―

葬
儀
飯
を
出
し
た
。
遠
来
の
会
葬
者
に
は
特
別
に
食
事
を

出
し
た
よ
う
だ
。
酒
は
湯
棺
酒
、
精
進
落
で
出
さ
れ
た
。
双

方
あ
わ
せ
て
三
升
以
上
は
出
た
よ
う
だ
。
特
に
精
進
落
は

盛
大
に
飲
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
逮
夜
の
饗
応
を
行
な
っ
た
。

払
日
三
日
の
料
理
を
行
な
っ
た
（
こ
れ
は
盛
大
に
行
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
）。
払
日
三
日
の
料
理
で
は
「
台
引
」（「
台

引
」
と
い
う
と
膳
の
下
に
敷
く
紙
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で

（
一
九
四
一
） 
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は
「
台
引
物
」
＝
贈
り
物
で
あ
ろ
う
）
が
出
さ
れ
た
。
香
典

返
し
と
礼
状
が
あ
っ
た
。 

③ 

花
輪
、
香
料―

―

花
輪
、
香
料
が
出
さ
れ
た
。 

④ 
法
要―

―

引
出
物
が
出
た
。
配
り
餅
が
配
ら
れ
、
寺
院
に
対
し
て
は
金

銭
で
な
い
謝
礼
も
行
な
わ
れ
た
。 

(4)

入
営
、
応
召 

① 

幟
そ
の
他―

―

幟
を
立
て
る
。 

歓
迎
門
を
建
て
、
万
国
旗
を
出
す
。
門
口
に
国
旗
を
立

て
る
。
入
営
応
召
兵
持
参
の
国
旗
に
寄
せ
書
き
を
す
る
。 

② 

土
産
物―

―

（
帰
還
兵
は
）
村
内
の
親
類
や
親
し
い
人
な
ど
に
土
産
物

を
配
っ
た
。 

(5)

饗
応 

① 

出
発
の
前
夜―

―

組
内
で
饗
応
。 

② 

出
発
当
日―

―

祝
い
酒
。 

③ 

帰
還
当
夜―

―

出
発
前
夜
と
同
様
。 

(6)

そ
の
他 

① 

食
料
品
の
贈
答
が
多
か
っ
た
？ 

  

読
み
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
な
り
ま
す
で

し
ょ
う
か
。 

 

結
婚
式
の
献
立
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
長
溝
の
も
の
を
、
本
書

「
「
食
」
に
入
り
込
む
戦
争
」
の
項
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
入
営
、
応
召
に
つ

い
て
は
、
本
書
「
兵
の
見
送
り
と
帰
還
」
の
項
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。 

 

二 

貯
蓄
、
そ
し
て
体
力 

 

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
二
十
二
日
付
け
「
庶
乙
第
六
三
号 

分
会
總
会

並
ニ
婦
人
報
国
強
調
週
間
ニ
関
ス
ル
件
」
は
、
愛
国
婦
人
会
西
浅
羽
村
分
会
の
活
動

に
関
す
る
も
の
で
す
【
写
真
２
】。
そ
の
中
の
、「
実
践
事
項
」
の
箇
所
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。 

 

（
前
略
） 

実
践
事
項 

一
、 

毎
朝
皇
太
神
宮
ヲ
遙
拝
シ
皇
室
ノ
御
安
泰
ヲ
祈
リ
奉
ル
。 

二
、 

祝
祭
日
ニ
ハ
必
ズ
国
期
ヲ
正
シ
ク
掲
グ
ル
コ
ト
。 

三
、 

毎
朝
神
仏
ヲ
礼
拝
シ
、
又
幼
長
ノ
礼
ヲ
正
シ
、
家
庭
ノ
和
合
ニ

務
ム
。 

四
、 

物
品
ノ
公
売
ニ
ハ
必
ズ
現
金
買
ト
ス
ル
コ
ト
。 

五
、 

収
入
ニ
対
シ
必
ズ
天
引
貯
金
ヲ
行
フ
コ
ト
。 

六
、 

服
装
ハ
質
素
簡
単
ヲ
旨
ト
シ
外
来
悪
風
ノ
模
倣
ヲ
避
ク
。 

七
、 

婚
儀
葬
礼
其
ノ
他
ノ
家
庭
行
事
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
厳
粛
ニ
行

フ
。 

八
、 

朝
寝
夜
更
シ
ノ
悪
風
ヲ
矯
ム
。 

九
、 

時
間
ノ
確
守
活
用
ニ
努
ム
。 

一
〇

、 

金
物
、
毛
織
物
、
燃
料
等
ヲ
節
約
シ
、
廃
物
及
死
蔵
物
ノ
利
用

ヲ
図
ル
。 

一
一

、 

火
災
其
ノ
他
ノ
災
害
防
止
ニ
努
ム
。 

一
二

、 

児
童
ノ
訓
練
ト
栄
養
ト
ニ
注
意
シ
、
以
テ
心
身
ヲ
鍛
錬
シ
、
健

全
ナ
ル
家
庭
教
育
ニ
努
ム
。 

一
三

、 

徒
歩
ヲ
励
行
シ
、
適
当
ナ
ル
運
動
ヲ
行
ヒ
、
心
身
ノ
鍛
錬
ス
。 

一
四

、 

禁
酒
禁
煙
又
ハ
節
酒
節
煙
ノ
励
行
ヲ
図
ル
。 

一
五

、 

隣
保
扶
助
ノ
実
ヲ
挙
ゲ
ル
為
メ
常
ニ
隣
近
所
ト
相
親
シ
ク
互

ニ
扶
ケ
合
フ
コ
ト
。 

（
後
略
）（6

） 

〔
旗
〕 
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大
体
は
「
生
活
新
体
制
実
践
要
項
」
の
内
容
と
も
重
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。 

 

項
目
五
で
、
貯
金
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
表
な
の
で
省
略
し
ま
し
た

が
、
引
用
箇
所
の
後
ろ
の
「
三
、
婦
人
報
国
強
調
週
間
実
施
事
項
」
と
い
う
項
に
は
、

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
三
月
九
日
・
十
日
を
「
愛
国
貯
金
ノ
日
」
と
し
、「
非
常

時
経
済
政
策
ヘ
ノ
努
力
」
と
し
て
「
愛
国
貯
金
ノ
奨
励
・
愛
国
貯
金
組
合
ノ
結
成
」
を

行
な
う
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
（7

）
。 

 

日
中
戦
争
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
日
本
で
は
、
戦
争
財
政
の
財
源
の
七
割

強
は
国
債
（
戦
時
国
債
）
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
、
金
融
機
関
の
預
貯
金

が
増
大
す
れ
ば
、
金
融
機
関
に
よ
る
公
債
購
入
が
増
大
し
、…

…

と
い
う
わ
け
で
、

戦
費
の
た
め
に
貯
蓄
を
殖
や
せ
、
と
政
府
は
国
民
に
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
（8

）
。 

 

ま
た
、
一
二
で
「
児
童
ノ
訓
練
ト
栄
養
ト
ニ
注
意
シ
、
以
テ
心
身
ヲ
鍛
錬
シ
、
健
全

ナ
ル
家
庭
教
育
ニ
努
ム
」、
一
三
で
「
徒
歩
ヲ
励
行
シ
、
適
当
ナ
ル
運
動
ヲ
行
ヒ
、
心

身
ノ
鍛
錬
ス
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
何
や
ら
随
分
体
育
会
系
で
す
ね
。 

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
二
月
二
十
二
日
付
け
「
大
周
第
三
三
九
号 

神
饌

料
送
付
ニ
関
ス
ル
件
」
裏
書
に
は
、
物
理
的
に
断
片
的
な
史
料
の
た
め
、
全
体
像
は

不
明
で
す
が
、
な
ん
ら
か
の
訓
練
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

 

「 
 

  

ニ
、
参
加
者
ハ
大
施
前
、
暁
天
駈
歩
等
ヲ
行
ヒ
、
体
操
ノ
終
了
後
防
空

訓
練
其
他
適
当
ナ
ル
演
練
ヲ
ナ
シ
自
己
体
力
ノ
増
強
ニ
努
ム
ル

コ
ト 

ホ
、
海
上
ハ
清
潔
□
保
ツ
□
キ
コ
ト 

ヘ
、
喫
煙
ハ
指
定
ノ
場
所
テ
行
フ
コ
ト 

(三)

指
導
者 イ

、
指
導
者
ハ
卒
先
□
□ 

実
ヲ
示
ス
コ
ト 

ロ
、
指
導
者
ハ
参
加
者
ニ
対
シ
戦
時
下
国
民
体
力
ノ
重
要
性
ト
一
日

ノ
生
活
ノ
出
発
デ
ア
ル
コ
ト
ノ
認
識
ヲ
与
ヘ
ル
コ
ト 

ハ
、
指
導
者
ハ
健
民
部
等
ト
打
合
セ
、
別
紙
実
施
案
例
ニ
ツ
キ
適
宜

按
配
シ
指
導
方
法
ヲ
立
案
ス
ル
コ
ト 

ニ
、
指
導
者
ハ
予
メ
体
操
参
加
可
能
者
ノ
調
査
ヲ
ナ
シ
出
席
表
等
ヲ

作
製
ス 

（
以
下
糊
付
に
よ
り
開
披
不
能
、
判
読
不
能
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

」（9

） 

  

体
操
と
か
何
と
か
、
色
々
体
育
会
系
な
文
言
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、（
三
）
指
導

者
の
ロ
に
「
戦
時
下
国
民
体
力
ノ
重
要
性
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
は
、
戦
時

下
に
は
国
民
の
体
力
増
強
が
重
要
で
、
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

本
書
「
戦
争
の
時
代
の
こ
ど
も
た
ち
」
の
項
で
も
少
し
触
れ
て
い
ま
す
が
、
昭
和

戦
時
期
、
軍
に
と
っ
て
は
、
兵
士
の
確
保
の
た
め
、
乳
幼
児
死
亡
率
の
減
少
と
、
国
民

の
体
力
増
強
が
喫
緊
の
課
題
で
し
た
。 

陸
軍
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
六
月
十
九
日
閣
議
で
、
寺
内
寿
一
陸
相
が
「
壮

丁
体
位
」
の
低
下
傾
向
を
指
摘
、
そ
の
対
策
と
し
て
「
保
健
国
策
」
樹
立
と
「
衛
生

省
」
設
置
を
要
求
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
一
月
十
一
日
の
厚

生
省
設
立
の
発
端
と
な
り
ま
し
た
（1

0

）
。
兵
士
と
し
て
の
優
秀
性
の
た
め
の
「
体
位
」

＝
「
体
力
」
を
求
め
た
わ
け
で
す
（1

1

）
。 

（
表
面
と
上
下
転
倒
） 

【写真２】婦人報国強調週間 

「実践事項」（本書 39 号） 



 

676 

「
健
兵
健
民
」
政
策
を
提
唱
す
る
小
泉
親
彦
が
厚
相
に
就
任
し
た
一
九
四
一
年
夏

以
降
、
厚
生
行
政
の
中
で
「
健
兵
健
民
」
が
重
点
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
「
健
民
運
動
」
は
結
核
対
策
、
乳
幼
児
死
亡
率
の
低

減
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
、
同
時
に
、
保
健
医
療
関
係
者
の
国
家
目
的
に
向
け
て

の
動
員
や
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
・
行
政
的
措
置
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
（1

2

）
。 

小
泉
の
政
策
が
本
格
的
に
具
体
化
し
た
の
は
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
八
月
に

閣
議
決
定
し
た
「
結
核
対
策
要
綱
」
あ
た
り
か
ら
で
、
昭
和
十
八
年
度
か
ら
は
、
健
民

修
練
が
始
ま
り
ま
し
た
。
健
民
修
練
は
、
結
核
対
策
要
綱
に
基
づ
い
た
体
力
検
査
で

「
筋
骨
薄
弱
」
と
さ
れ
た
者
を
「
健
民
修
練
所
」
に
収
容
、
そ
の
日
常
生
活
を
徹
底
的

に
管
理
し
、「
体
力
」
の
向
上
を
図
る
、
と
い
う
、
な
ん
と
も
恐
ろ
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
す
。
一
般
国
民
の
体
力
管
理
手
段
と
し
て
、
特
に
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
以

降
、
体
育
に
重
要
な
役
割
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
（1

3

）
。 

 

右
に
見
た
史
料
で
、「
鍛
錬
」
と
か
「
体
操
」
、「
戦
時
下
国
民
体
力
」
な
ど
と
あ
る

の
は
そ
う
し
た
事
情
で
す
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
二
十
二
日
付
け
「
庶
乙

第
六
三
号 

分
会
總
会
並
ニ
婦
人
報
国
強
調
週
間
ニ
関
ス
ル
件
」
の
方
で
は
、
ま
だ

小
泉
厚
相
時
代
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
ま
で
体
力
関
係
は
徹
底
し
て
い
な
い
は
ず
で

す
が
、
愛
国
婦
人
会
は
、
日
露
戦
後
に
出
さ
れ
た
「
愛
婦
平
和
時
不
要
論
」
に
対
抗
す

る
た
め
に
、
満
州
事
変
後
、
清
浦
奎
吾
や
下
田
歌
子
ら
が
中
心
と
な
っ
て
「
婦
人
報

国
運
動
実
効
要
目
」
ま
と
め
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
印
刷
し
て
各
支
部
に
送
付
し
て
い

ま
す
（1

4

）

が
、
そ
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
よ
り
軍
の
思
惑
に
近
し
い
活
動
に
な
っ
て
い

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
月
二
十
九
日
付
け
〔
西
浅
羽
村
国
民
学
校
・
青
年
団

聯
合
陸
上
運
動
会
開
催
案
内
〕
な
ど
は
、
時
期
的
に
も
、
体
育
に
力
を
入
れ
始
め
た

時
期
の
も
の
な
の
で
、
国
の
政
策
と
も
関
わ
っ
て
く
る
も
の
か
と
思
い
ま
す
。 

 

拝
啓
時
下
中
秋
ノ
砌
愈
〻
御
清
穆
奉
賀
候
。
陳
者
来
ル
十
月
三
十
一
日
（
雨

天
順
延
）
午
前
八
時
ヨ
リ
、
国
民
学
校
、
青
年
団
聯
合
陸
上
運
動
会
ヲ
国

民
学
校
々
庭
ニ
於
テ
開
催
可
レ

致
候
条
、
斯
道
御
奨
励
ノ
思
召
ヲ
以
テ
御
臨

席
ノ
栄
ヲ
賜
リ
度
、
右
御
案
内
申
上
候
。 

敬

白 

昭
和
十
六
年
十
月
二
十
九
日 

西
浅
羽
村
国
民
学
校
長 

金
原 

進
（
印
） 

西
浅
羽
村
青
年
団
長 

金
原 

進
（
印
） 

『
桑
原
太
代
治
』
殿 

追
曰 

時
局
柄
昼
食
ノ
用
意
ハ
無
レ

之
ニ
付
、
為
レ

念
申
添
候
。（1

5

） 

  

た
だ
、
内
容
を
見
る
と
、
一
朝
一
夕
で
準
備
で
き
る
も
の
で
も
な
さ
そ
う
な
の
で
、

小
泉
厚
相
就
任
以
前
か
ら
、
体
育
、
体
力
増
進
は
強
く
言
わ
れ
て
い
た
の
か
と
思
い

ま
す
。 

 

本
項
で
見
た
史
料
だ
け
で
は
、
当
時
の
生
活
は
よ
く
分
か
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
、
時
代
を
流
れ
る
雰
囲
気
は
感
じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

        
（
一
九
四
一
） 

（
手
書
） 

（「
静
岡
県
磐
／
田
郡
西
浅
／
羽
村
国
民
／
学
校
長
印
」） 

（「
西
浅
羽
／
青
年
団
／
長
之
印
」） 
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（1

） 

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
四
月
十
一
日
付
け
「
五
ヶ
年
倹
約
施
行
細
則
」

（
浅
羽
一
色
自
治
会
文
書
近
代
四
六
七
）
。
本
書
三
三
八
号
。 

（2

） 
土
田
宏
成
・
吉
田
律
人
・
西
村
健 

編
著
『
首
都
圏
史
叢
書
⑧ 

関
東
大
水
害

―
―

忘
れ
ら
れ
た
１
９
１
０
年
の
大
災
害
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
二
三

年
）
。
土
田
宏
成
『
災
害
の
日
本
近
代
史 

大
凶
作
、
風
水
害
、
噴
火
、
関
東
大

震
災
と
国
際
関
係
』
（
中
公
新
書
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
三
年
）。 

（3

） 

高
木
敬
雄
「
浅
羽
の
用
悪
水
と
河
川
改
修
」
（
浅
羽
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『
浅
羽
町
史 

通
史
編
』
浅
羽
町
、
二
〇
〇
〇
年
）
。 

（4

） 

高
木
敬
雄
「
浅
羽
の
用
悪
水
と
河
川
改
修
」
（
前
掲
注
３
参
照
）。 

（5

） 

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
一
月
十
六
日
「
生
活
新
体
制
実
践
要
項
」（
丸
野

勝
太
郎
家
文
書
近
代
一
一
）
。
本
書
一
一
一
号
。 

（6

） 

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
二
十
二
日
付
け
「
庶
乙
第
六
三
号 

分
会
總

会
並
ニ
婦
人
報
国
強
調
週
間
ニ
関
ス
ル
件
」
（〔
文
書
綴
〕
長
溝
自
治
会
文
書
近
代

八
の
内
）
。
本
書
三
九
号
。 

（7

） 

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
二
十
二
日
付
け
「
庶
乙
第
六
三
号 

分
会
總

会
並
ニ
婦
人
報
国
強
調
週
間
ニ
関
ス
ル
件
」
（
前
掲
注
６
参
照
）。 

（8

） 

関
野
満
夫
「
日
本
の
戦
費
調
達
と
国
債
」
（
『
経
済
学
論
纂
（
中
央
大
学
）』
第

六
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
一
九
年
）
六
九―

七
四
頁
。 

（9

） 

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
二
月
二
十
二
日
付
け
「
大
周
第
三
三
九
号 

神

饌
料
送
付
ニ
関
ス
ル
件
」（
山
梨
役
場
文
書
二
四
八
七
）。
本
書
二
七
七
号
。 

（1
0

） 

高
岡
裕
之
「
戦
時
動
員
と
福
祉
国
家
」
（
『
岩
波
講
座 

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争 

３ 

動
員
・
抵
抗
・
翼
賛
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
一
二
四
頁
。 

（1
1

） 

高
岡
裕
之
「
戦
時
動
員
と
福
祉
国
家
」
（
前
掲
注
10
参
照
）
一
二
五
頁
。 

（1
2

） 

高
岡
裕
之
「
戦
時
動
員
と
福
祉
国
家
」
（
前
掲
注
10
参
照
）
一
三
一
頁
。 

（1
3

） 

高
岡
裕
之
「
戦
時
動
員
と
福
祉
国
家
」
（
前
掲
注
10
参
照
）
一
三
二
頁
。 

（1
4

） 

硲
夕
記
「
少
女
た
ち
の
戦
時
体
験―

愛
国
婦
人
会
と
愛
国
子
女
団
を
中
心
に

―

」
（
『
大
阪
人
権
博
物
館
紀
要
』
一
二
、
二
〇
〇
九
年
）
二
九―

三
一
頁
。
日
露

戦
争
に
よ
っ
て
存
在
と
活
動
が
認
知
さ
れ
た
愛
国
婦
人
会
に
対
し
て
、
戦
後
に
そ

の
活
動
が
下
火
と
な
っ
て
い
く
中
で
、
「
愛
婦
平
和
時
不
要
論
」
が
出
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
硲
論
文
二
八
頁
を
参
照
。 

ま
た
、
愛
国
婦
人
会
に
対
す
る
同
時
代
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
康
子
「
地
域

女
性
史
か
ら
み
た
愛
国
婦
人
会
」
（『
中
京
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
三
一
、
一
九
九

七
年
）
が
詳
し
い
。 

（1
5

） 

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
月
二
十
九
日
付
け
〔
西
浅
羽
村
国
民
学
校
・

青
年
団
聯
合
陸
上
運
動
会
開
催
案
内
〕（〔
文
書
綴
〕
長
溝
自
治
会
文
書
近
代
一
四

の
内
）
。
本
書
一
五
五
号
。 
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